
 

 

報告第５２号 

 

「東広島市子どもの読書活動推進計画（第三次）」の策定について 

 

１ 計画策定の趣旨 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項に基づき、「東広島市子どもの読

書活動推進計画（第二次）」（平成２７年度から令和元年度まで）を策定し、「本と出会う機会

の提供」、「読書の習慣化をはかるための支援」、「主体的な読書活動を推進するための支援」、

「読書の輪を広げる機会の提供」に取り組んできた。 

平成３０年に国の計画改訂、令和元年に県の計画改訂が行われ、これら国及び県が定めた

計画をふまえながら、本市の実情に応じ、「東広島市子どもの読書活動推進計画（第三次）」

（令和２年度から令和６年度まで）を定めようとするもの。 

 

２ 国及び県の計画の主な改正点 

(1) 国の計画（平成３０年４月） 

   ・読書習慣の形成に向けて、発達段階ごとの効果的な取組を推進 

   ・友人同士で本を薦め合うなど、読書への関心を高める取組を充実 

   ・情報環境の変化が子どもの読書環境に与える影響に関する実態把握、分析 

(2) 県の計画（令和元年８月パブリックコメント実施） 

   ・子どもたちの不読率の減少に大きくかかわる「本に親しむ子供」の育成に重点をおく 

   ・必ずしも多読を求めるのではなく、発達段階に応じた取り組みが必要 

   ・学校図書館の読書環境のインフラ整備にこれまで以上に焦点を当てる 

   ・取組の周知、取組の交流を図るための研修会等をさらに充実させていく 

 

３ 市の関連計画 

東広島市教育大綱、東広島市教育振興基本計画、東広島市学校教育レベルアッププラン、 

東広島市生涯学習推進計画、東広島市図書館サービス計画、東広島市子ども・子育て支援事業計画 

 

４ 策定組織及びスケジュール 

 東広島市子どもの読書活動推進会議を設置し、計画の策定及び実施にあたっての総合的な調整

を行う。構成員は、教育長、学校教育部・生涯学習部・こども未来部の各部長、教育調整監並び

に指導課・生涯学習課・こども家庭課・保育課の各課長とする。 

ワーキンググループ（係長級等）を置き、これまでの取り組みの検証及び今後の事業展開につ

いての検討、ボランティアの意見聴取などを行う。 

実施月 教育委員会報告等 子どもの読書活動推進会議・ワーキング 

R1．9月 教育委員会策定スケジュール報告 設置、第二次計画検証、国・県の計画確認 

10月～R2.2月  ワークショップの開催、素案の作成 

3月 教育委員会素案報告 素案修正 

4月 文教・全協、パブリックコメント 素案修正 

6月 教育委員会議案上程 校了 

7月 文教・全協 公表 
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目指す姿 

東広島市子どもの読書活動推進計画第二次 

基本方針（体系図）                            

 

 

  

 

 

 

 

「夢と志」をもち、グローバル社会を生きる子ども 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書を通じて 

・目標をもち、挑戦する子ども 

・基礎・基本を身に付け、よりよく問題を解決する子ども 

・他を思いやり誠実に行動する子ども 

保育所 

幼稚園  家庭 地域 学校 

東広島市子どもの読書活動推進計画（第二次） 
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